
域 連 携 研 修地

（法人主催型）

助 成 事 業

申 込 期 間

202６年4月６日 (月 )～5月８日 (金 )

地域における障害福祉の増進と実践力の向上を目的として、障害福祉事業を行う社

会福祉法人あるいはNPO法人が主催し、他の法人や地域の関係機関、地域住民等が

参加する研修を対象に、研修の実施に直接必要な費用を助成する事業です

2026年度

申込できる法人

・ 障害者福祉の増進を目的として社会福祉事業を営む「社会福祉法人」または「NPO法人」

・ 研修を複数法人で企画・運営する場合は、代表法人を定めること

対象となる研修内容

● 地域の複数法人の職員を対象とした研修

● 地域の福祉、医療、教育機関などの関係者が参加する多職種連携を目的とした研修

● 地域住民を交えた障害福祉の理解を目的とした研修

申込受付期間

申 込 方 法 オンライン申込

清水基金ホームページから当事業の「マイページ(専用サイト)」にて申込を行う

２０２６年４月６日(月) ～ ２０２６年５月８日(金)

申 込 手 続 き



詳細はこちら

地域連携研修助成事業（法人主催型）  

１件につき 1 0万円～ 8 0万円

 (年間助成件数 3 0件程度 )

助 成 金 に つ い て

助 成 金 額

助 成 金 の 使 途 実施する研修に直接必要な支出に限定する

物 品 費 助成対象となる研修に必要な物品（その性質が長期使用に適さない物品）

旅 費 講師等の旅費・宿泊費

謝 金 申込法人以外の者に対する謝礼等

そ の 他 会場使用料・印刷製本費・通信運搬費 他

ス ケ ジ ュ ー ル

https://www.shimizu-kikin.or.jp/about_business/region/

2026年 ６月 助成決定

７月１日～
研修実施時期 ※研修実施後に助成金交付

2027年 １月31日

２月末 研修実施報告書の提出

◆◆◆ 助 成 先 法 人 に お け る 研 修 実 施 事 例 ◆◆◆

研修名：「発達障がいのある児・者への適切行動支援を学ぶ」

【内容】

① フォローアップ研修
支援上の課題を共有し、具体的対応や指導
の工夫、多職種連携を学ぶ。

② 適切行動支援研修（基礎編）
不適切行動の理解と分析方法を学び、 A B C
チャートを用いたアセスメントを実施。

③ 適切行動支援研修（実践編）
興奮曲線に基づき、段階別の具体的な支援
計画を作成。

法人名：社会福祉法人旭川荘 旭川荘南愛媛病院
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